
令和７年５月

フードサプライチェーンにおける

商慣行に関する実態調査報告書

（概要）



フードサプライチェーン（注1）において生じる食品ロスは、廃棄物の処理コストを底上げし、飲食料品の製造業者・
卸売業者・小売業者は廃棄に伴うコストを負担しなければならず、このような無駄な費用の発生には、フードサプ
ライチェーンにおける商慣行が影響しているともいわれている。

公正取引委員会は、これまでもフードサプライチェーンにおける取引実態について関心を有しており、各種実態調
査（注2）を実施してきたが、前回調査から相当の期間が経過しており、加工食品業界における商慣行について競争政
策上の問題を懸念する声が寄せられていた。

フードサプライチェーンにおける取引の適正化を図るとともに、食品ロスの削減を後押しすることを目的として、
食品ロスの発生にもつながる商慣行について、独占禁止法上等の考え方を示すため、改めて実態調査を実施した。

対象者 対象数
回答者

（回答率）

飲食料品製造業者 11,600社
4,706社

（約27.2%）
飲食料品卸売業者 5,845社

合 計 17,445社

対象者 対象数

飲食料品製造業者
72社（注3）

飲食料品卸売業者

小売業者 15社

⑴ Webアンケート調査 ⑶ ヒアリング調査

⑵ 情報提供フォーム ［情報提供数：223件］

（注1） 飲食料品の生産・製造から販売・消費に至るまでの一連の食品流通取引

（注2） 加工食品業界の流通実態調査（H4）、食料品製造業者・卸売業者の取引実態調査（H23）、ＰＢ商品（食品分野）の取引実態調査（H26）

（注3） Webアンケート調査に回答した製造業者/卸売業者66社、Webアンケート調査の結果等を踏まえ選定した卸売業者6社の合計

調査趣旨 及び 調査方法

調査趣旨

（調査期間：令和６年９月～令和７年３月）調査方法
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⑴ ３分の１ルール（納品の期限に関する商慣行）

飲食料品の製造日から賞味期限までの期間を三等分
し、製造業者（卸売業者も含む。）・小売業者・消費
者の三者が、３分の１ずつ均等に分け合うという考え
の下、製造日から、最初の３分の１に当たる日を製造
業者が小売業者に商品を納品しなければならない「納
品期限」、次の３分の１に当たる日を小売店が商品を
店頭に並べておいてもよい「販売期限」、最後の３分
の１に当たる日までを消費者が商品をおいしく食べら
れる期間として確保する商慣行。

⑵ 短いリードタイム（納品の期限に関する商慣行）

見込み生産（小売業者から発注される前にあらかじ
め発注数量を予測して生産）をしなければ納品期日に
間に合わないような短納期発注に応じることを、当然
の前提とされる商慣行。

⑶ 日付逆転品の納品禁止（納品の順番に関する商慣行）

日付逆転品（小売業者に対して既に納品した商品の
賞味期限（又は製造日）よりも1日でも古い賞味期限
（又は製造日）の商品）は、当該小売業者に対して納
品することは認められないという商慣行。

⑷ 日付混合品の納品禁止（納品の順番に関する商慣行）

日付混合品（小売業者又は卸売業者に対し、賞味期
限（又は製造日）の異なる商品を混合した商品）は納
品することは認められないという商慣行。

⑸ 欠品ペナルティ

欠品した（製造業者又は卸売業者が、小売業者から
発注された数量を納品期限までに納品できなかった）
場合に、その理由の如何を問わず、小売業者の販売機
会の喪失を理由として、当該小売業者に対し、補償金
の支払などの金銭的ペナルティに応じなければならな
いという商慣行。

本実態調査の対象としたフードサプライチェーンにおける商慣行（本件商慣行）

［賞味期間の６か月の例］



⑴ ３分の１ルール

＜回答者からのヒアリング結果＞

商慣行として卸売業者や小売業者から一方的に強制され
るため、従うしかない。

卸売業者の物流センターで在庫として滞留期間が生じる
が、卸売業者の管理ミスでその滞留期間が長くなり、小
売業者への３分の１の納品期限が超過してしまい、卸売
業者が小売業者に納品できずに当社（製造業者）に返品
してくることがある。この場合の輸送や廃棄に係る費用
は当社持ちで、負担が大きい。

⑵ 短いリードタイム

＜回答者からのヒアリング結果＞

特売日の前日に発注数量が確定し、その翌日には納品し
なければならないため、見込み生産を行うしかないが、
必ずしも情報どおりの発注数量とはならないことから、
生産調整は非常に難しく、欠品や余剰在庫が発生してし
まい、どうしても生産コストが上がってしまう。

短いリードタイムとセットで多頻度小口配送も求められ
ることが多いが、それに伴う輸送コストの増加分につい
ては協議してもらえず、価格転嫁できていない。

本件商慣行に対する不満の有無とその理由等➀
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⑶ 日付逆転品の納品禁止

＜回答者からのヒアリング結果＞

卸売業者から小売業者への納品の段階で日付逆転品が生
じた場合など、卸売業者のミスであるにもかかわらず、
卸売業者から当社（製造業者）に返品されることがある。

⑷ 日付混合品の納品禁止

＜回答者からのヒアリング結果＞

発注者があらかじめ取り決めた納品単位（ロット）を
守ってくれない。例えば、50個単位で受注・生産をして
いるのに、10個だけ発注されることがあり、これに応じ
ざるを得ないときがある。後日、100個発注された際に、
この40個を含めて納品したいが、許してもらえない。半
端になった古い日付の在庫品について、他の発注者に納
入できないときは廃棄せざるを得ず、その処分費用は当
社（製造業者）が負担させられている。

本件商慣行に対する不満の有無とその理由等➁
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⑸ 欠品ペナルティ

＜回答者からのヒアリング結果＞

欠品した理由が、当社（製造業者）では責任の取りよう
のない天災等の不可抗力による場合でも、欠品ペナル
ティが課されることがある。

本件商慣行に対する不満の有無とその理由等➂



自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして
不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる。

本件商慣行を理由として行われる不利益行為に係る独占禁止法上の考え方は、後記２⑴～⑸のとおりであるが、いずれについても、
取引条件について、以下の点にも留意が必要。

なお、「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認されるものをいい、現に存在する商慣習に合致している
からといって、直ちにその行為が正当化されることにはならないことに留意が必要。

取引上の地位が納入業者（製造業者及び卸売業者）に優越している発注者（納入業者の納入先となる小売業者、卸売業者等）が、次
の⑴～⑸に該当するような行為を行った場合は、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として
問題となる。
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・ 発注者と納入業者との間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で同意していることが重要。

・ 仮に事前に協議の上で合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与え
る場合には問題となり得る。

⑴ ３分の１ルール

下記の場合であって、納入業者が、今後の取引に与える影響
等を懸念してそれを受け入れざるを得ないとき。

・ 納入業者から商品を購入する契約をした後において、正当な
理由がないのに、当該商品の全部又は一部の受領を拒む場合

・ 納入業者から受領した商品を返品する場合であって、どのよ
うな場合に、どのような条件で返品するかについて、納入業
者との間で明確になっておらず、納入業者等にあらかじめ計
算できない不利益を与えることとなる場合や、その他正当な
理由がないのに、納入業者から受領した商品を返品する場合

＜具体的な事例＞

製造業者と協議することのないままに小売業者
と卸売業者で納期を３分の１ルールに基づいて
設定し、これを守るように製造業者に対し一方
的に通告すること。

天災等の製造業者に責任のない事情により納期
に間に合わないことについて製造業者から事前
の相談を受けたにもかかわらず、一方的に商品
の受領を拒否すること。

本件商慣行に係る独占禁止法上等の考え方➀

１ 総論

２ 本件商慣行ごとの考え方
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⑵ 短いリードタイム

・ 短いリードタイムによる発注を行い、これにより製造
コストが通常よりも増加しているにもかかわらず、一
方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合で
あって、納入業者が今後の取引に与える影響等を懸念
してそれを受け入れざるを得ないとき。

・ 実質的にあらかじめ商品の製造等を発注していると認
められる場合において、これを受けて納入業者が既に
原材料等を調達しているにもかかわらず、一方的な都
合により、納入業者が製造等に要した費用を支払うこ
となく、発注を取り消す場合。

＜具体的な事例＞

生産に１週間かかる商品を、前日発注・翌日納品させ
るため、製造業者に見込み生産をさせているにもかか
わらず、実際には、見込み生産量よりも少ない量しか
発注せず、その結果生じた廃棄に係る費用等を製造業
者に一方的に負担させること。

納期までの期間が生産にかかる期間よりも短い発注を
し、納入業者の生産コスト等が大幅に増加したにもか
かわらず、通常の納期で発注した場合の単価と同一の
単価を一方的に定めること。

＜具体的な事例＞

日付逆転品が発生した原因が道路事情などの納入業者
に責任のない事情による場合であるにもかかわらず、
納入業者と協議することもなくその納品を認めず、そ
の返送や廃棄に係る費用を製造業者に一方的に負担さ
せること。

⑶ 日付逆転品の納品禁止

日付逆転品の納品禁止の商慣行を理由として、正当な
理由がないのに、受領拒否又は返品する場合の考え方は、
前記⑴と同じ。

＜具体的な事例＞

あらかじめ合意していた発注ロットを守らずに発注
（例：発注ロットが100個であるにもかかわらず250
個発注）し、これに一方的に応じさせ、製造日付順の
納品管理を困難にさせておきながら、日付混合品の納
品を認めず、廃棄に係る費用等を製造業者に負担させ
ること。

⑷ 日付混合品の納品禁止

日付混合品の納品禁止の商慣行を理由として、正当な
理由がないのに、受領拒否又は返品する場合の考え方は、
前記⑴と同じ。

本件商慣行に係る独占禁止法上等の考え方➁

２ 本件商慣行ごとの考え方



小売業者等の発注者は、納入業者に対し、プライベート・ブランドの商品の製造を委託する場合等には、当該取

引は下請法の対象ともなり得ることに留意する必要がある。
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⑸ 欠品ペナルティ

・ 納入業者が納期までに納品できなかった場合の欠品ペナ
ルティを、その額や算出根拠等について納入業者と十分
協議することなく一方的に定め、納品されて販売してい
れば得られた利益相当額を超える額を負担させる場合。

・ 商品を購入した後に、正当な理由がないのに契約で定め
た対価を変更することなく、欠品ペナルティ相当額を差
し引くことにより対価を実質的に減額する場合。

＜具体的な事例＞

天災等の製造業者に責任のない事情により欠品した製
造業者に対し、一方的に予定していた利益相当額や売
上額を補償させること。

本実態調査の結果を踏まえ、違反行為の未然防止及び取引の適正化の観点から、調査結果を公表するとともに、
関係省庁と連携し、飲食料品業界に対して本実態調査報告書を周知することとする。

今後とも、フードサプライチェーンにおける取引実態を注視し、独占禁止法上問題となるおそれのある行為等の
把握に努めるとともに、違反行為に対して厳正に対処する。

本件商慣行に係る独占禁止法上等の考え方③ 及び 公正取引委員会の対応

２ 本件商慣行ごとの考え方

３ 下請法上の考え方

公正取引委員会の対応


